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令和２年長審第２２号 

裁    決 

遊漁船Ａ灯浮標衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官神﨑和徳出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和元年１２月２９日０６時１５分 

 片島水道 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 遊漁船Ａ 

  総 ト ン 数 ４.９トン 

  登 録 長 ９.４７メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 １６９キロワット 
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３ 事実の経過 

  Ａは、船体中央部に操舵室を配し、同室前部右舷側に舵輪、舵輪後

方に操縦席、左舷側にレーダー及び魚群探知機兼用のＧＰＳプロッタ

ー、右舷側壁に機関遠隔操縦装置をそれぞれ備え、左舷中央部から後

部の側壁に沿って４人掛けの長椅子を設けた最大とう載人員旅客９人

及び船員１人のＦＲＰ製遊漁船で、ａ受審人が１人で乗り組み、釣り

客３人を乗せ、遊漁の目的で、船首０.４メートル船尾１.０メートル

の喫水をもって、令和元年１２月２９日０５時１５分長崎県大村港を

発し、同県相ノ島東方沖合の釣り場に向かった。 

  ところで、ａ受審人は、昼夜を問わず片島水道の航行経験が豊富で、

平素から片島水道中ノ瀬東灯浮標（以下「片島灯浮標」という。）を

ＧＰＳプロッターに表示させるとともに、目視及びレーダーでも同灯

浮標を確認しており、その存在を認識していた。 

  ａ受審人は、６海里レンジでノースアップ表示としたＧＰＳプロッ

ター及び７５０メートルレンジでコースアップ表示としたレーダーを

それぞれ作動させ、釣り客３人が長椅子に腰を掛けている中、自らは

操縦席に腰を掛けて操船に当たり、大村湾を北上した後、針尾瀬戸を

経由して長崎県佐世保港を西行した。 

  ａ受審人は、長崎県高後埼に並ぶ前頃、右舷船首方に進路を左右に

変えながら航行する船舶の白１灯を視認し、同船に注意を払いながら

西行を続け、０６時１０分僅か前面高白瀬灯台から０７８度（真方位、

以下同じ。）２.１７海里の地点で、針路を２４１度に定め、機関を

回転数毎分２,５００に掛け、２０.０ノットの速力（対地速力、以下

同じ。）で、手動操舵によって進行した。 

  ａ受審人は、定針して間もなく、右舷船首方の船舶が面高白瀬灯台

方向に向かって航行し始め、同航船となったものの、同船が不審な動
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きをしていたことから、更に注意を払いながら続航し、０６時１４分

面高白瀬灯台から１００度１,８２０メートルの地点に達したとき、

片島灯浮標が正船首６２０メートルのところに存在し、その後同灯浮

標に向首接近する状況であったが、依然として、右舷船首方の同航船

の動きに気を奪われ、目視によって片島灯浮標の灯光との相対位置関

係を把握するなど、船位の確認を十分に行わなかったので、この状況

に気付かないまま進行した。 

  こうして、Ａは、０６時１５分面高白瀬灯台から１１７度１,３９０

メートルの地点において、原針路及び原速力で、片島灯浮標に衝突し

た。 

  当時、天候は曇りで風力２の東北東風が吹き、潮候は上げ潮の初期

にあたり、視界は良好であった。 

  衝突の結果、Ａは、船首部に圧壊を生じたものの、のち修理され、

片島灯浮標は、櫓主柱に曲損等を生じ、のち仮修理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件灯浮標衝突は、夜間、片島水道において、釣り場に向かって航行

する際、船位の確認が不十分で、片島灯浮標に向首進行したことによっ

て発生したものである。 

 ａ受審人は、夜間、片島水道において、釣り場に向かって航行する場

合、片島灯浮標の存在を承知していたのだから、目視によって同灯浮標

の灯光との相対位置関係を把握するなど、船位の確認を十分に行うべき

注意義務があった。ところが、同人は、右舷船首方の同航船の動きに気

を奪われ、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、片島

灯浮標に向首する状況に気付かずに進行して衝突を招き、船体及び同灯

浮標それぞれに損傷を生じさせるに至った。 
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 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年６月２３日 

     長崎地方海難審判所 

          審 判 官  植  松     正 


